
神
奈
川
県
の

「
就
学
告
諭
文
」
は
「
被
仰
出
書
」
の

趣
旨
に

そ

く
し

な
が

ら
も
、

神
奈
川
県
が
開
港
場
横
浜
を
擁
す
る
と
い

う
地
域
の

「
特
殊

性
」
か
ら
も
、

教
育
の

必
要
を
強
調
し
て
い

る
。

啓
蒙
の

た
め
に

教
育
の

必
要
を
説
く
こ

と
は
変
わ
ら

な
い

が
、

「
況
シ

テ
各
国
交
際
ノ

親
睦
ナ
ル

時
ナ
レ

バ

我
国
ノ

民
ト
シ

テ
今
日
ノ

急
務
ニ

勉
励
セ

ザ
ル

ヲ

得
ン

ヤ

…
…
」
と
教
育
上
に

お
け
る
国
際
的
視
野
の

肝
要
を
強
く
訴
え
て
い

る
。

さ
ら

に

「
就
学
告
諭
文
」
は
、

続
け
て
つ

ぎ
の

よ
う
に

述
べ

て
い

る
。

「
今
般
当
県
管
下
普
ク

習
書
師
ニ

告
示
シ

テ
文
部
省
小
学
ノ

規
則
ニ

模
範
シ

以
テ

子
弟
ヲ

教
導
シ

人
材
ヲ

教
育
ス

ル

基
本
ト
為
サ

シ

メ

ン

ト
ス

従
来
生
徒
ノ

謝
義
等

甚
非
薄
ニ

シ

テ

其
師
タ
ル

者
活
計
モ

不
利
ナ
レ

バ

間
々

廃
業
セ

ル

者
ア
リ
是
等
ハ

最
モ

注
意
周
旋
セ

ズ
ン

バ

ア
ル

可
カ
ラ
ズ

就
テ
ハ

管
下
市
街
郷
村
ノ

各
戸
子
弟
ノ

有
無
ヲ

論
セ

ズ

身
財
多
寡
ニ

随
ヒ

毎
戸
銭
鈔
ヲ

糾
募
シ

其
金
額
ヲ

戸
長
或
ハ

其
所
管
ノ

課
長
ニ

テ

総
轄
シ

規
則
ヲ

定
立
シ

テ
之
ヲ

各
地
ノ

習
書
寮
ニ

分
付
シ

生
徒
ノ

束
修
謝
儀
及
ビ

筆
墨
諸
般
ノ

冗
費
ニ

充
ツ

ベ

シ

然
レ

ハ

富
有
ノ

者
ハ

格
別
カ
ノ

寒
貧
ノ

子
弟
ト

雖
ト
モ

聊
カ
モ

学
資
ノ

憂
慮
ナ
ク

凡
テ

男
女
七
歳
以
上
ヨ

リ
ハ

皆
入

学
セ

シ

メ

猶
余
財
ア
ラ
ハ

要
用
ノ

書
籍
ヲ

購
ヒ

読
マ

ン

ト
欲
ス

ル

者
ニ

ハ

借
覧
セ

シ

ム
ベ

シ

此
ノ

如
ク
ナ
レ

バ

貧
賤
富
豪
ノ

差
別
ナ
ク

各
々

其
知
覚
ヲ

増
進
シ

其
志

願
ヲ

成
就
シ

之
ヲ

大
ニ

シ

テ
国
家
ノ

恩
ニ

報
ヒ

富
強
ノ

術
ヲ

施
シ

皇
威
ヲ

万
国
ニ

誇
耀
シ

之
ヲ

小
ニ

シ

テ
ハ

生
活
ノ

業
ヲ

理
シ

或
ハ

貿
易
何
ニ

由
ラ
ズ

利
益
ノ

道
ヲ

開
キ
其
身
幸
福
子
孫
栄
昌
ナ
ラ
ン

」（『
教
育
史
通
史
編
』
上
）

「
国
家
ノ

恩
ニ

報
ヒ

富
強
ノ

術
ヲ

施
シ

皇
威
ヲ

万
国
ニ

誇
耀
」
す
る
た
め
に
こ

そ
、

教
育
が
あ
る
の

だ
と
い

う
よ
う
に

国
家
意
識
を
つ

よ
く
打
ち

だ
し
て
い

た
。

足
柄
県
で

も
、

こ

の

年
（
一

八
七
三

）
三
月
に

告
諭
を
出
し
て
い

る
。

す
で
に

足
柄
県
で

は
七
二
年
四
月
の

「
中
小
建
学
ノ

儀
ニ

付
告
諭
」
の

な

か
で
、

「
門
閥
ヲ

論
ゼ
ズ

貴
賤
ヲ

問
ハ

ズ

」
と
い

う
機
会
均
等
主
義
的
な
色
彩
と
、

「
天
下
有
用
ノ

器
ト
ナ
リ
万
国
鼎
立
ノ

国
勢
ヲ

補
フ

ニ

至
ラ
ム

事

ヲ

請
フ

」
と
い

っ

た
国
家
本
位
の

教
育
理
念
を
強
調
し
て
い

た
。

そ
れ
だ

け
に
、

七
三
年
の

告
諭
の

文
章
が
、

「
学
科
教
則
ハ

人
間
日
用
ノ

実
際
ニ

渉
リ
自
主
ノ

理
由
ノ

権
ヲ

養
成
ス

ル

モ

ノ

ナ
レ

ハ

貴
賤
ヲ

論
セ

ス

男
女
ヲ

問
ハ

ス

日
夜
勉
励
之
ニ

従
事
シ

以
テ
智
ヲ

開
キ
才
ヲ

長
シ

生
ヲ

治
ム

ル

所

以
ノ

モ

ノ
ニ

シ

テ
実
ニ

身
ヲ

立
ル

ノ

財
本
ト
モ

イ
フ
ヘ

キ
モ

ノ

」
と
述
べ
、

人
材
を
教
育
し
て

「
天
下
有
用
ノ

器
ト
ナ
サ
シ

メ

ン

」
と
、

積
極
的
に
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「
学
制
」
理
念
を
推
進
し
て
い

こ

う
と
し
た
の

は
当
然
で

あ
っ

た
（『
教
育
史
通
史
編
』
上

）。

「
国
家
ノ

以
テ
富
強
安
康
ナ
ル

ユ

エ

ン

ノ
モ

ノ

世
ノ

文
明
人
ノ

才
芸
大
ニ

進
長
ス

ル

モ

ノ

ア
ル

ニ

ヨ

ラ
サ
ル
ハ

ナ
シ

」（
左
院
宛
文
部
省
伺

一

八
七

二

年
）
と
す
る
文
部
省
の

考
え
は
、

足
柄
県
の

告
諭
に

も
た
し
か
に

反
映
さ
れ
て
い

た
の

で

あ
る
。

進
ま
な
い
小

学
校
の
設
立

「
学
制
」
実
施
の

基
本
方
針
と
も
い

う
べ

き
こ

と

を
明
示
し
た
告
諭
と
、

「
神
奈
川
県
学
制
」（
一

八
七
三
年
二
月

）、
「
当
県
（
足
柄

県
）
管
下
中
学
区
域
及
小
学
建
設
条
款
」（
一

八
七
三
年
二

月

）
と
に

基
づ
い

て
、

小
学
校
が
設
立
さ
れ
る
こ

と
に

な
る
。

神
奈
川
県

の

場
合
は
小
学
校
の

設
置
単
位
を
三
百
戸
内
外
と
し
、

行
政
区
画
の
一

小
区
（
四
、

五
か
村

）
に
一

小
学
校
を
設
置
す
る
方
向
で

ス

タ
ー
ト
を
切
っ

た

が
、

文
部
省
督
学
局
は
、

こ

の

県
の

構
想
に

対
し
て
、

「
人
口

凡
六
百
人
ノ

目
的
」
に
一

小
学
区
を
区
分
す
る
こ

と
を
指
令
し
た
。

指
令
は
こ

れ
だ

け
に

と
ど
ま
ら
な
か
っ

た
。

文
部
省
は
、

「
神
奈
川
県
学
制
」
の

う
ち
、

小
学
校
教
育
の

基
本
に

か
か
わ
る
、

就
学
年
齢
、

学
課
等
級
な
ど
の

点
に

つ

い

て
、

県
の

構
想
が
全
国
画
一

を
目
ざ
し
た
「
学
制
」
と
そ
ぐ
わ
な
い

と
判
断
し
て
い

た
。

就
学
年
齢
を
七
歳
か
ら
六
歳
に
、

あ
る
い

は
学
課
の

等
級
区
分
と
進
級
方
法
に
つ

い

て

「
小
学
校
則
」
に

「
照
準
」
す
る
こ

と
を
文
部
省
が
指
令
し
た
の

も
そ
の

た
め
で

あ
っ

た
。

文
部
省
の

指
令
か
ら
一

か
月
後
の
一

八
七
三
（
明
治
六

）
年
四
月
、

県
は
学
区
取
り
締
り
を
任
命
し
、

正
副
区
長
と

協
力
し
て

学
校
設
立
資
金
の

徴
募
な
ど
「
学
務
一

切
」
を
処
理
す
る
こ

と
を
通
達
し
て
、

「
学
制
」
の

実
施
に

取
り
組
ん
で
い

く
。

さ
ら
に
、

五
月
に

は
、

権
令
大
江
卓
が
、

小

学
校
の

設
立
は
、

戸
長
・

副
戸
長
の

職
掌
に

も
か
か
わ
ら
ず
、

「
座
視
」
し
、

あ
る
い

は
故
意
に

な
お
ざ
り
に
し
て
い

る
戸
長
ら
が
い

る
こ

と
か
ら
、

こ

の

よ
う
な
戸
長
ら
に
は
、

必
ず
「
沙
汰
」
が
下
る
と
い

う
よ
う
な
威
嚇
的
な
言
葉
を
ち
ら
つ

か
せ
な
が
ら
、

小
学
校
を
至
急
設
立
す
る
こ

と
を
重

ね
て

命
じ
て
い

る
（『
教
育
史
資
料
編
』
一

）。
し
か
し
、

こ

の

年
十
月
ま
で
に

十
一

校
の

小
学
校
が
設
立
さ
れ
た
に

過
ぎ
な
か
っ

た
。

「
学
制
」
に
よ
る
小
学
校
の

設
置
が
、

何
よ
り
も
ま
ず
維
新
政
府
の

政
策
上
の

必
要
か
ら
押
し
つ

け
た
も
の

で

あ
っ

た
し
、

経
費
も
、

就
学
者
の

自
己
負
担
で

あ
っ

た
だ
け
に
、

い

か
に

政
府
―
県
の

命
令
と
は
い

え
、

住
民
が
積
極
的
に

小
学
校
を
設
立
す
る
気
に

は
な
れ
な
か
っ

た
の
で

あ
る
。
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そ
れ
で

も
こ

の

年
の

十
二
月
末
ま
で
に

は
三
百
八
十
二
校
の

小
学
校
が
開
校
し
た
。

し
か
し
、

そ
の

実
態
は
、

「
大
抵
別
ニ

小
学
校
ヲ

設
ケ
ス

従
来

習
字
家
ノ

類
ニ

稍
修
正
ヲ

加
ヘ

テ
小
学
ト
為
ス

モ

ノ
ニ

シ

テ
其
教
則
及
授
業
ノ

方
法
等
未
小
学
ノ

体
裁
ヲ

具
セ

サ
ル

」
と
い

う
あ
り
さ
ま
で

あ
っ

た
。

県
の

強
圧
的
な
学
校
設
立
督
励
策
の

結
果
で
、

「
学
制
」
が
構
想
す
る
一

小
学
区
小
学
校
一

校
の

規
定
か

ら
は
ほ
ど
遠
か
っ

た
。

そ
れ
だ
け
に
、

「
人
民
向
学
ノ

景
況
振
ハ

サ
ル

」
状
況
を
打
破
し
よ
う
と
し
て
、

県
官
を
各
地
に

派
遣
し
、

説
諭
と
就
学
の

勧
奨
を
進
め
た
と
こ

ろ
、

新
設
の

学
校

が
増
え
た
と
い

っ

て

も
、

公
立
小
学
校
は
四
百
十
九
校
で

あ
っ

た
（『
文
部
省
第
二
年
報
』）。
ち
な
み
に
、

当
時
の

人
口
が
約
五
十
二

万
五
千
二
百
人
、

一

小
学
区
が
お
よ
そ
六
百
人
を
目
安
に

区
分
さ
れ
、

一

小
学
区
一

小
学
校
設
立
と
い

う
規
定
か
ら
す
れ
ば
、

達
成
率
は
約
五
割
弱
で

あ
っ

た
。

足
柄
県
は
、

一

八
七
三
（
明
治
六

）
年
二
月
に
、

「
中
学
区
画
及
ヒ

小
学
建
設
ノ

儀
」
に
つ

い

て
、

第
一

大
学
区
督
学
局
に

伺
書
を
提
出
し
て
、

小

学
校
設
立
の

基
本
方
針
を
明
ら
か
に

し
た
。

こ

の

伺
書
に

添
付
さ
れ
た
「
当
県
管
下
中
学
区
域
及
小
学
建
設
条
款
」
と
、

三
月
に

県
下
に

布
達
さ
れ

た
「
別
記
条
款
」
と
に
よ
る
と
、

学
区
と
学
校
の

設
立
計
画
は
、

ほ
ぼ
次
の

と
お

り
で

あ
っ

た
（「
南
足
柄
市
関
本
区
有
文
書
」）。

当
初
、

足
柄
県
の

う
ち
相
模
国
を
二
分
し
て
二
中
学
区
に

分
け
、

伊
豆
国
を
一

中
学
区
と
し
て
、

一

中
学
区
ご
と
に

小
学
校
二
百
十
の

総
計
で

六

百
三
十
の

小
学
校
を
設
立
す
る
こ

と
を
目
論
ん
だ
が
、

県
当
局
が
、

「
地
理
ノ

便
宜
及
人
口
ノ

粗
密
等
実
験
精
勘
ノ

末
逐
テ

設
立

」
す
る

と

述
べ

ざ

る
を
え
な
か
っ

た
よ
う
に
、

こ

の

計
画
は
「
目
下
ノ

情
態
民
力
ヲ

以
テ
一

概
ニ

難
行
」
な
こ

と
で

あ
っ

た
。

そ
こ

で
、

行
政
区
域
の
一

小
区
に

模
範

と
な
る
一

小
学
校
を
設
立
す
る
こ

と
か
ら
着
手
し
、

「
土
地
ノ

栄
衰
」、
「
人
口

ノ

粗
密
」
や
民
心
の

動
向
な
ど
を
考
慮
し

な
が
ら
、

逐
次
普
及
さ
せ

よ
う
と
し
た
。

こ

の

年
六
月
に

画
定
し
た
足
柄
県
の

学
区
は
、

当
初
の

三
中
学
区
六
百
三
十
小
学
区
を
、

三
中
学
区
四
百
八
十
一

小
学
区
に

縮
小
し

た
も
の

で

あ
っ

た
。

そ
れ
で

も
、

こ

の

年
に

設
立
さ
れ
た
小
学
校
は
公
立
二
百
五
十
九
校
、

私
立
九
校
に

過
ぎ
な
い
。

こ

の

こ

と
は
、

県
当
局
が
、

民
心
の

動
向
に

考
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慮
を
払
い

な
が
ら
、

小
学
校
の

増
設
を
漸
進
的
に

進
め
る
こ

と
を
目
ざ
し
て
い

た
こ

と
と
無
関
係
で

は

な
い
。

「
学
制
」
の

規
定
す
る
学
校
の

設
置

を
急
い

で
、

「
徒
ニ

校
数
ヲ

増
加
ス

ル

ヲ

要
セ
ハ

却
テ
学
費
ヲ

消
耗
ス

ル

ノ

ミ

ナ
ラ
ス

実
際
ノ

教
育
殆
ト
画
餅
ニ

属
セ

ン

コ

ト
」
に

な
る
か
ら
、

「
学

校
ノ

維
持
保
護
ノ

方
法
」
は
、

生
徒
の

就
学
状
況
、

父
兄
の

教
育
的
関
心
の

向
上
、

民
力
の

学
費
負
担
な
ど
を
「
熟
視
」
し
な
が
ら
確
立
し
て
い

け

ば
よ
い

と
い

う
方
針
で

あ
っ

た
（『
文
部
省
第
二
年
報
』）。

こ

の

よ
う
な
、

足
柄
県
の

漸
進
的
な
学
校
設
立
策
の

も
と
で
、

一

八
七
四
（
明
治
七

）
年
に

公
立
二
百
六
十
三
校
、

私
立
五
校
、

七
五
年
ま
で

に

は
公
立
二
百
七
十
五
校
、

私
立
四
校
の

二
百
七
十
九
校
が
設
立
さ
れ
た
。

そ
れ
で

も
一

小
学
区
、

一

小
学
校
の

「
学
制
」
か
ら
み
る
と
、

達
成
率
は

五
八
㌫
で

あ
っ

た
（『
文
部
省
第
二
・

第
三
年
報
』）。

一

八
七
六
（
明
治
九
）
年
、

足
柄
県
が
廃
止
さ
れ
て
、

足
柄
県
管
内
の

相
模
国
の

地
域
が
神
奈
川
県
に

統
合
さ
れ
た
。

こ

の

地
域
の

小
学
校
百
五

十
二

校
が
加
わ
り
、

新
し
い

神
奈
川
県
の

小
学
校
数
は
、

千
百
三
十
八
小
学
区
五
百
八
十
七
校
と

な
っ

た
。

学
齢
人
員
、

十
万
五
百
十
一

人
の

う

ち
、

生
徒
数
は
五
万
一

千
六
百
五
十
二
人
で
、

ほ
ぼ
学
齢
人
員
の

半
数
が
、

就
学
し
て
い

た
に

過
ぎ
な
か
っ

た
。

中
等
教
育
機
関
の
情
況

「
学
制
」
に

は
、

中
学
校
と
し
て

工
業
学
校
・

商
業
学
校
・

農
業
学
校
・

通
弁
学
校
や
、

外
国
語
学
校
に
つ

い

て

も
規

定
さ
れ
て
い

る
。

「
学
制
」
期
当
初
の

本
県
の

中
等
教
育
は
小
田
原
の

小
田
原
英
学
校
（
共
同
学
校
）
と
、

横
浜
の

市
中

共
立
修
文
館
（
横
浜
市
学
校
）
な
ど
に

よ
っ

て

担
わ
れ
て
い

た
。

い

ず
れ
も
変
則
中
学
で

あ
っ

た
（
以
下
の

記
述
は
『
教
育
史
通
史
編
』
上
に
よ
る

）。

小
田
原
英
学
校
は
、

系
譜
的
に
は
、

小
田
原
藩
の

藩
校
、

集
成
館
に
つ

ら
な
る
。

集
成
館
が
明
治
維
新
後
「
文
武
館
」
と
名
を
変
え
、

廃
藩
置
県

後
に

は
「
県
学
校
文
武
館
」
と
称
さ
れ
た
。

足
柄
県
設
置
後
一

時
廃
止
さ
れ
た
が
、

一

八
七
二
（
明
治
五

）
年
四
月
に
、

有
志
者
が
共
同
し

て

寄
附

金
等
で

経
費
を
賄
う
中
学
（
共
同
学
校
）
と
小
学
（
日
新
館
）
と
し
て
、

再
び
設
置
さ
れ
た
。

こ

の

中
学
が
英
学
を
主
と
す
る
変
則
中
学
で

あ
っ

た
と
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こ

ろ
か
ら
、

「
共
同
学
校
」
あ
る
い

は
、

「
小
田
原
英
学
校
」
と
称
さ
れ
れ
た
。

し
か
し
、

こ

の

中
学
校
は
設
立
当
初
か
ら
経
営
状
態
が
は
か
ば
か
し

く
な
か
っ

た
。

加
え
て
、

次
項
で

述
べ

る
よ
う
な
、

小
学
校
の

設
置
に
と
も
な
う
学
校
賦
課
金
の

増
大
は
、

有
志
者
か
ら
、

限
ら
れ
た
数
の

生
徒
の

た
め
に
、

中
学
校
を
維
持
す
る
資
金
を
引
き
出
す
こ

と
を
ま
す
ま
す
難
し
く
さ
せ
た
。

そ
こ

で
、

小
学
校
の

急
設
が
、

他
方
で

は
教
員
養
成
機
関
の

設
置
を
促
さ
ざ
る
を
え
な
い

と
い

う
状
況
の

な
か
で
、

小
田
原
英
学
校
は
、

経
営
難
か
ら
、

文
部
省
扶
助
金
の

下
付
を
得
る
こ

と
の
で

き
る
公
立
の

学
校
と
し
て

再
生
し
よ
う
と
し
た
。

一

八
七
四
年
七
月
、

「
英
学
生
徒
僅
々

ノ

人
員
ヲ

以
テ
破
格
ノ

金
額
ヲ

費
シ

資
本
ヲ

衰
耗
セ

ン

ヨ

リ

寧
ロ

英
学
ヲ

当
分
廃
シ

テ
講
習
所
ニ

転
セ
ハ

日
用
常
行
ノ

普
通
学
ヲ

隆
盛
ナ
ラ
シ

メ

ン

ニ

ハ

若
ス

」
と
い

う
理
由
で
、

教
員
養
成
の

目
的
に

沿
う
よ

う
に

「
教
規
」
を
改
め
、

「
講
習
所
」
と
改

称
し
た
。

そ
し
て
こ

の

年
の

十
一

月
に
、

小
田
原
英
学
校
は
廃
止
さ
れ
、

翌
七
五
年
一

月
に

は
、

校
舎
も
す
べ

て

教
員
講
習
所
に

所
属
し
た
。

そ
の

後
県
が
、

講
習
所
に

予
科
と
し
て

英
学
の

併
設
を
認
め
る
よ
う
二
度
に

わ
た
っ

て

文
部
省
に
伺
い

を
出
す
と
い

う
経
緯
を
経
て
、

教
員
講
習
所
に
英

学
が
併
設
さ
れ
た
。

足
柄
県
の

中
学
校
教
育
の

燈
は
こ

の

よ
う
な
形
で
、

細
々

と
維
持
し
続
け
ら
れ
た
に

過
ぎ
な
か
っ

た
。

小
田
原
英
学
校
の

衰
微

に

見
ら
れ
る
よ
う
に
、

一

般
的
に
、

藩
校
の

伝
統
を
基
盤
に

し
て

設
立
さ
れ
た
中
学
校
で

も
、

「
学
制
」
頒
布
後
も
学
校
と
し
て

持
続
的
な
発
展
を

と
げ
た
と
こ

ろ
は
多
く
は
な
か
っ

た
の

で

あ
る
。

横
浜
の

市
中
共
立
修
文
館
の

歩
み
も
、

「
学
制
」
が
構
想
し
た
中
学
校
と
し
て
の

役
割
を
十
分
に

は
、

は
た
さ
な
か
っ

た
。

こ

の

学
校
は
、

横
浜
の

実
業
家
で

あ
る
高
島
嘉
右
衛
門
が
私
財
を
投
じ
て
、

明
治
四
年
（
一

八
七
一

）
十
二

月
に

「
市
民
学
校
」「
人
民
学
校
」
の

性
格
を
持
た
せ
う
よ
と
し
て

創
設
し
た
「
市
学
校
」と
、

一

時
幕
末
に

神
奈
川
奉
行
所
に

設
置
さ
れ
、

維
新
後
神
奈
川
県
に
よ
っ

て

復
興
さ
れ
た「
修

文
館
」（
明
治
五
年
に

啓
行
堂
と
改
称
）
と
、

通
弁
、

商
業
を
教
授
す
る
私
塾
「
同
文
社
」
と
が
合
併
し
て

成
立
し
た
も
の
で

あ
る
。

一

八
七
三
年
一

月

横
浜
市
学
校
と
し
て

開
校
し
、

後
に

市
中
共
立
修
文
館
と
改
称
さ
れ
た
。

こ

の

学
校
は
県
内
外
の

学
生
に

門
戸
を
解
放
し
て
い

た
の
で
、

入
学
者
の
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九
〇
㌫
以
上
が
神
奈
川
県
以
外
の

出
身
者
で

あ
っ

た
。

「
通
弁
商
業
ノ

二
科
ヲ

主
ト
シ

開
校
」
し
た
学
校
で

あ
っ

た
け
れ
ど
も
、

七
五
年
の

「
修
文
館
規
則
」
に
は
、

「
英
学

ヲ

教
授
ス

ル

所
」
と
規
定
さ
れ
て
い

る
。

そ
れ
だ
け
に
、

設
立
者
の

高
島
が
考
え
て
い

た
よ
う
な
、

「
市
民
学
校
」「
人
民
学
校
」
と
い

う
よ
り
実
際
は
、

東
京
の

洋
学
校
と
同

様
に
、

全
国
か
ら
洋
学
を
学
ぼ
う
と
す
る
者
が
集
ま
る
学
校
で
、

県
の

洋
学
校
あ
る
い

は
中
学
校
と
し
て

発
展
す
る
こ

と
が
な
か
っ

た
。

県
当
局
に
、

中
学
校
を
新
設
す
る
と
い

う
計
画
が
な
か
っ

た
わ
け
で

は
な
い
。

神
奈

川
県
は
一

八
七
五
年
に
、

横
浜
と
八
王
子
に

公
立
の

中
学
校
を
設
置
す
る
計
画
を
た
て
て
い

た
が
、

七
六
年
の

足
柄
県
合
併
と
い

う
事
態
を
迎
え
る

と
、

こ

の

計
画
は
、

す
で
に

足
柄
県
に
よ
っ

て

設
置
さ
れ
て
い

た
小
田
原
師
範
学
校
中
学
科
を
、

県
の

中
等
教
育
機
関
と
す
る
と
い

う
方
針
に

矮
小

化
さ
れ
て

し
ま
う
の
で

あ
っ

た
。

そ
の

理
由
は
、

小
学
校
の

卒
業
者
が
増
加
す
れ
ば
、

中
学
校
の

開
設
が
必
要
と
な
る
で

あ
ろ
う
が
、

進
学
者
が
僅

少
で

あ
る
う
ち
は
、

学
校
を
維
持
す
る
見
込
み
が
た
た
な
い

の
で
、

ま
ず
小
学
校
の

普
及
に

力
を
注
ぐ
べ

き
で

あ
る
か
ら
中
学
校
の

新
設
は
し
ば
ら

く
見
合
わ
せ
る
と
い

う
の

で

あ
る
。

こ

の

よ
う
に
、

「
学
制
」
期
当
初
、

神
奈
川
県
に
は
、

中
等
教
育
機
関
は
不
十
分
な
か
た
ち
で

存
在
し
て
い

た
。

こ

う
し
た
県
下
の

教
育
事
情
は
、

一

八
七
九
（
明
治
十
二

）
年
、

小
田
原
師
範
学
校
中
学
科
の

廃
止
と
引
き
換
え
に

設
置
さ
れ

た
横
浜
師
範
学
校
内
中
学
校
が
、

開
校
一

年
後
に
、

県

会
で

中
学
校
予
算
が
削
除
さ
れ
て

廃
止
さ
れ
た
こ

と
に

も
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い

る
。

横浜野毛修文館開業広告
横浜毎日新聞　明治6年8月8日付
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三
　
小
学
校
の

維
持
と
就
学
の

実
情

住
民
の

負
担

租
税
を
は
じ
め
、

村
入
用
、

地
租
改
正
費
、

徴
兵
入
用
費
な
ど
多
く
の

負
担
を
課
せ
ら
れ
て
い

た
人
々

に

と
っ

て
、

「
学
制
」
の

実
施
は
、

ま
す
ま
す
負
担
を
大
き
く
し
た
。

政
府
は
、

「
一

切
学
事
ヲ

以
テ
悉
ク

民
費
ニ

委
ス

ル
ハ

時
勢
未
タ
然
ル

可
カ

ラ
サ
ル

モ

ノ

ア

リ

」
と
一

応
財
政
的
な
手
立
て

を
規
定
し
て
は
い

た
け
れ
ど
も
、

そ
の

実
情
は
第
七
・

八
表
の

よ
う
に
、

小
学
校
の

設
立
と
運
営
費
用
に

充

て
る
小
学
委
托
金
と
県
税
金
と
が
全
学
費
収
入
に

占
め
る
割
合
は
、

極
端
に

少
な
く
、

学
費
の

ほ
と
ん
ど
が
民
費
と
授
業
料
、

す
な
わ
ち
住
民
の

負

担
に

よ
っ

て

賄
わ
れ
て
い

た
の

で

あ
る
。

一

八
七
三
（
明
治
六

）
年
二

月
の

「
神
奈
川
県
学
制
」
の

第
一

四
則
は
、

授
業
料
以
外
は
、

子
弟
の

有
無
に

か
か
わ
ら
ず
有
志
者
か

ら
の

寄
附
金

を
学
校
経
費
に

充
て

る
こ

と
を
定
め
て
い

る
。

寄
附
金
が
学
校
経
費
の

経
常
的
な
収
入
源
と
さ
れ
て
い

た
。

収
入
源
対
策
は
、

寄
附
金
構
想
だ
け
に

と
ど
ま
ら
な
か
っ

た
。

県
は
学
校
経
費
を
捻
り
出
す
た
め
に
、

あ
の

手
こ

の

手
で

住
民
に

学
費
の

負
担
を
か
け
て
い

っ

た
。

一

八
七
四
（
明
治
七

）
年
に

は
、

有
志
の

寄
附
金
に

加
え
て
、

「
旧
高
反
別
割
」、
「
戸
数
割
」
に
よ
る
学
費
賦
課
の

方
法
を
設
け
て
、

学
費
負
担
を

住
民
全
体
に

ま
で

押
し
広
げ
て
い

っ

た
。

ま
た
、

就
学
督
励
と
の

兼
ね
合
い

で
、

学
費
を
得
る
便
宜
的
な
手
段
と
し
て

貧
富
に

か
か
わ
ら
ず
子
供
が

出
生
し
た
際
に
、

桑
茶
梅
な
ど
の

四
木
・

果
実
の

栽
培
を
も
奨
励
し
て
い

る
（『
文
部
省
第
二
年
報
』）。

一

八
七
四
年
か
ら
七
七
年
に

至
る
神
奈
川
県
の

学
費
収
入
の

状
況
は
、

第
七
表
の

と
お

り
、

学
費
収
入
の

大
半
が
授
業
料
と
民
費
で

あ
り
、

寄
附

金
と
高
反
別
割
、

戸
数
割
に

基
づ
く
学
区
内
集
金
に
よ
っ

て

維
持
さ
れ
て
い

る
。

し
か
も
経
常
的
な
収
入
源
で

あ
る

寄
附
金
は
、

寄
附
と
い

う
よ

り
、

強
要
さ
れ
た
寄
附
同
然
で

あ
っ

た
。

寄
附
金
を
拠
出
す
る
学
区
は
、

き
わ
め
て

少
な
か
っ

た
よ
う
で

あ
る
。

そ
の

た
め
県
参
事
は
学
区
取
締
を
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県
庁
に

呼
び
つ

け
て
、

寄
附
金
の

拠
出
を
学
区
内
住
民
に

説
諭
す
る
よ
う
命
じ
て
い

る
。

学
区
取
締
は
県
庁
と
小
学
校
と
住
民
と
の

間
に
立
っ

て
、

督
促
や
斡
旋
、

さ
ら

に

奨
励
の

た
め
に

県
か
ら
木
盃
を
下
賜
す
る
な
ど
の

手
段
を
講
じ
て
、

よ
う
や
く
寄

附
金
を
徴
収
し
て
い

た
（『
相
模
原
市
史
』
第
三
巻
）。

足
柄
県
で
は
、

権
令
の

柏
木
忠

俊
が

率
先
し
て

寄
附
金
を
出
し
、

県
官
も
そ
れ
に

な
ら
う
方
法
で
、

寄
附
金
の

拠
出

を
作
り
出
し
て

い

っ

た
。

町
村
内
か
ら
の

寄
附
金
徴
収
も
一

八
七
五
（
明
治
八

）
年

に
は
、

相
模
国
の

約
三
万
九
千
四
百
戸
の

う
ち
、

約
一

九
㌫
に

あ
た
る
七
千
五
百
戸

が
寄
附
に

応
じ
て
い

る
。

寄
附
金
、

学
区
内
集
金
、

諸
金
利
子
な
ど
住
民
の

負
担
部
分
は
、

授
業
料
を
含
め

る
と
、

莫
大
な
割
合
を
占
め
て
い

た
。

た
と

え
ば
、

七
四
（
明
治
七

）
年
の

神
奈
川

県
全
体
の

学
費
収
入
の

う
ち
、

こ

れ
ら
の

民
費
が
約
五
五
㌫
も
占
め
て
い

て
、

前
年

度
繰
越
分
は
約
二
六
㌫
で
、

委
託
金
、

す
な
わ
ち
公
金
は
一

八
㌫
に

過
ぎ
な
か
っ

た
。

足
柄
県
で

は
民
費
の

負
担
が
九
割
以
上
に

も
達
し
て
い

た
。

民
費
負
担
の

内
容

に
立
ち
い

っ

て

見
て

み
る
と
、

足
柄
・

神
奈
川
県
の

合
併
後
、

寄
附
金
と
学
区
内
集

金
に

よ
る
負
担
の

割
合
が
第
八
表
の

と
お
り
、

ま
す
ま
す
増
大
し
て
い

る
。

し
か
も

寄
附
金
の

額
は
、

一

八
七
六
（
明
治
九

）
年
の

二
万
八
千
百
四
十
二
円
余
を
最
高
に
、

七
七
年
は
前
年
の

約
三
〇
・

七
㌫
に

過
ぎ
な
い

八
千
六
百
五
十
三
円
と
な
り
、

順
次

第7表　神奈川県の学費収入状況

（）は割合をしめす．　『文部省年報』から
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減
額
し
て
、

八
三
年
に

は
二

千
八
百
五
十
四
円
と
な
る
。

寄
附
金
が
減
る
と
、

そ
の

分
は
、

学
区
内
集
金
で

補
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

賦
課
金
に

頼

ら
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。

だ
が
、

そ
れ
は
住
民
の

負
担
増
を
意
味
し
、

学
校
に

対
す
る
反
感
を
生
み
出
さ
な
い

と
も
限
ら
な
い
。

し
か
し
、

学
校
の

維
持
は
、

も
っ

ぱ
ら
民
費
に

頼
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ

た
。

一

八
七
六
年
の

「
神
奈
川
県
教
育
会
議
」
は
、

学
校
経
費
の

収
入
源
確
保
の

ひ
と
つ

と
し

て
、

「
物
産
営
業
等
定
税
ノ

外
幾
分
乎
増
シ

」
て

積
み
立
て

る
方
法
と
、

祭
礼
時
の

芝
居
、

相
撲
、

山
車
、

屋
台
な
ど
に

「
学
税
ト

シ

テ

金
若
干
」

を
賦
課
す
る
こ

と
を
決
め
て
、

そ
の

具
体
的
な
方
法
を
各
大
区
で

協
議
決
定
し
て
、

県
に

報
告
す
る
こ

と
を
命
じ
て

い

る
（『
教
育
史
資
料
編
』
一

）。

ま
た
、

物
品
税
と
興
行
税
の
一

部
を
、

学
校
経
費
の

財
源
と
す
る
こ

と
を
認
め
た
の

で

あ
る
。

県
の
こ

の

命
令
に

対
し
て
、

県
下
各
大
区
か
ら
課
税
対
象
に

つ

い

て

頻
繁
に

問
合
せ
が
出
さ
れ
る

が
、

非
生
産
的
で

冗
費
と
み
ら
れ
る
芝
居
・

相
撲
な
ど
の

興
業
の

ほ
か
、

念
仏
講
の

よ
う
な
講
中
や
、

財
産
状
態
に

応
じ
て
、

雛
人
形
、

五
月
幟
、

七
夕
祭
、

紐
解
祝
儀
な
ど
に

賦
課
金
を
課
す
と
い

う
よ
う

に
、

住
民
の

生
活
行
為
や
行
事
な
ど
が
課
税
対
象
と
さ
れ
て
い

た
（『
教
育
史
資
料
編
』
一

）。

学
税
を
徴
収
し
て

学
校
資
金
の

増
額
を
目
論
も
う
と
し
た
が
、

も
と
も
と
学
税
の

収
入
額
は
不
定
で

あ
る
だ
け
で

な
く
、

多
く
の

収
入
額
を
求
め
る
こ

と
自
体
に

無
理
が
あ
る
。

結
局
、

学
校
資
金
の

蓄
積

は
、

一

八
七
七
（
明
治
十

）
年
の

時
点
で
、

県
全
体
で

「
真
ノ

蓄
積
金
ナ
ル

モ

ノ
ハ

十
分
ノ

二
三
ニ

居

ル

」
と
い

う
状
態
で

あ
っ

た
（『
文
部
省
第
五
年
報
付
録
』）。
そ
れ
だ
け
に
、

関
係
住
民
の

並
々

な
ら
ぬ

負
担
が
あ
っ

て
は
じ
め
て
、

学
校
が
維
持
さ
れ
た
の
で

あ
る
。

学
校
費
総
収
入
の

う
ち
の

九
八
㌫
を
村

民
が
負
担
し
て
い

て
、

な
お
か
つ

支
出
の

約
八
㌫
も
不
足
し
て
い

た
村
も
あ
る
が
、

し
ょ

せ
ん
こ

の

不

足
分
も
、

住
民
の

フ

ト
コ

ロ

か
ら
捻
り
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
（『
町
田
市
史

』）。
「
学
制
」頒
布

第8表本県教育費に占める寄附金・積金利子の割合
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後
五
年
、

こ

れ
が
民
費
丸
抱
え
と
い

わ
れ
る
「
学
制
」
体
制
の

実
情
で

あ
っ

た
。

就
学
の
督
促

一

ツ

ト
セ

イ
　
人
並
ラ
シ

イ
面
ヲ
シ

テ

新
聞
御
触
モ

知
レ

ヌ

人
　
コ

ノ

ブ

ツ
ゴ

ウ
ナ

二
ツ

ト
セ

イ
　
二
人
ト
ナ
イ
子
ヲ
大
事
ガ
リ
学
校
へ

出
サ
ズ
ニ

悪
遊
ビ

　
コ

ノ

イ
ツ
マ

デ
モ

「
学
制
」
頒
布
後
約
一

年
、

一

八
七
三
（
明
治
六

）
年
十
二

月
ご
ろ
、

「
十
二
ト
セ

イ
　
十
人
優
レ

テ

覚
エ

タ

ラ

御
上
ノ

御
恩
ガ
シ

レ

マ

シ
ヨ

ウ

コ

ノ

ア

リ
ガ
タ
ヤ

」
と
歌
い

終
わ
る
、

就
学
奨
励
を
も
り
込
ん
だ
「
新
版
学
校
手
毬
唄
」
が
、

当
時
の

小
学
校
教
員
の

「
手
控
帳
」
に

書
き
記
さ
れ

て
い

る
（『
相
模
原
市
史
』）。

「
学
制
」
の

要
求
す
る
教
育
は
、

「
邑
に
不
学
の

戸
な
く
家
に
不
学
の

人
な
か
ら
し
め

ん
こ

と
を
期
す
」
る
こ

と
に

あ
っ

た
。

「
空
理
虚
談
」
を
排

し
て

「
実
用
の

学
」
を
教
育
す
る
場
所
が
小
学
校
で

あ
っ

た
。

し
か
し
、

そ
の

小
学
校
で

は
、

「
樵
夫
や
百
姓
の

子
供
を
駆
り
集
め
て
、

…
…
北
米
合

衆
国
大
統
領
ワ

シ

ン

ト
ン

が
何
時
生
れ
た
と
か
…
…
斯
う
い

ふ
調
子
の

教
育
が
行
は
れ
て

居
っ

た
の

で

あ
る

」（『
江
木
千
之
翁
経
歴
談
』）
か
ら
、

教

え
説
く
「
実
用
の

学
」
が
、

「
立
身
出
世
」、
「
治
産
昌
業
」
の

「
財
本
」
と
受
け
と
め
ら
れ
な
か
っ

た
。

む
し
ろ
、

授
業
料
の

自
己
負
担
だ
け
で

な

く
、

学
区
費
、

教
材
費
、

学
校
費
な
ど
の

学
資
金
の

負
担
を
課
せ
ら
れ
て
、

「
民
費
は
嵩
む
、

学
ぶ
所
は
日
常
生
活
に

は

用
が
な
い
、

こ

れ
で

は
困

る
と
云
ふ
苦
情
」
が
各
地
で

た
ち
あ
ら
わ
れ
て
い

た
（『
江
木
千
之
翁
経
歴
談
』）。
こ

の

よ

う
な
苦
情
は
、

一

家
の

貴
重
な
労
働
力
で

あ
る

学
齢
期

（
満
六
歳
以
上

）
の

子
弟
を
持
つ

家
で
は
、

労
働
力
の
一

部
を
、

定
め

ら

れ
た
休
暇
日
以
外
、

原
則
と
し
て

午
前
九
時
か
ら
午
後
三
時
ま
で

学
校
に

拘
束
さ
れ
る
の

で
、

就
学
は
大
き
な
損
失
と
な
る
と
い

う
事
情
と
重
な
り
合
っ

て
い

た
と
見
ら
れ
る
。

「
二

人
ト

ナ

イ

子
ヲ

大
事
ガ
リ
学
校
へ

出
サ

ズ

」
と
歌
わ
れ
て
い

る
背
後
に
は
、

こ

の

よ
う
な
労
働
力
の

犠
牲
を
強
い

ら
れ
る
人
た
ち
の

や
る
瀬
な
い

気
持
が
表
現
さ
れ
て
い

た
。

学
齢
に

達
し
た
子
弟
を
、

近
く
の

学
校
へ

「
差
出
」
し
、

「
其
愛
育
ノ

情
ヲ

厚
ク
シ

子
弟
ヲ

シ

テ
必
学
ニ

従
事
セ

シ

ム

ヘ

ク

」（
一

八
七
三
年
「
神
奈
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川
県
学
制
」、
「
学
制
に
つ

き
足
柄
県
告
諭
」）
こ

と
と
、

就
学
は
強
制
的
な
義
務
と
さ
れ
て
い

た
。

だ
が
、

小
学
校
の

設
立
も
思
う
よ
う
に

進
ん
で
い

な
か
っ

た
の

が
実
情
で

あ
っ

た
か
ら
、

せ
め
て

就
学
問
題
を
解
決
し
て
い

か

な
け
れ
ば
、

「
国

民
皆
学
」
の

方
針
は
、

方
針
倒
れ
と
な
る
。

そ
こ

で

打
開
策
と
し
て

取
ら
れ
た
の

が
、

「
学
制
」
を
受
け
い

れ
る
基
盤
を
じ
っ

く
り
と
つ

く
り
出
す

こ

と
で

は
な
く
、

一

に

も
二
に

も
「
強
迫
」
に

等
し
い

就
学
の

督
促
で

あ
っ

た
。

文
部
省
、

県
庁
、

学
区
取
締
、

学
校
世
話
役
、

戸
長
な
ど
が
そ
れ

ぞ
れ
就
学
の

勧
奨
と
督
励
に

あ
た
っ

た
。

た
と
え
ば
、

一

八
七
三
（
明
治
六
）
年
二

月
八
日

付
の

『
横
浜
毎
日

新
聞
』
は
、

学
区
取
締
な
ど
が
「
甲

乙
東
西
ニ

奔
走
シ

児
輩
ノ

齢
、

入
学
ニ

適
ス

ル

有
ハ

其
父
兄
ヲ

促
シ

奨
励
」
に

た
ず
さ
わ
っ

て
い

る
こ

と
を
報
道
し
て
い

る
。

と
こ

ろ
で
、

「
学
制
」
下
の

教
育
行
政
機
構
は
、

文
部
省
（
督
学

本
部
）
←
第
一

大
学
区
督
学
局
←
神
奈
川
県
学
務
掛
・

足
柄
県
学
校

掛
←
学
区
取
締
←
区
戸
長
・

学
校
世
話
役
と
い

う
指
揮
系
統
に
よ
っ

て

動
い

て

い

た
。

一

八
七
四
（
明
治
七

）
年
十
月
、

神
奈
川
県
令
中

島
信
行
は
、

六
歳
以
上
の

子
供
で

就
学
し
て
い

な
い

者
が
い

る
場
合

は
、

父
兄
を
「
取
糺
」
し
て

そ
の

理
由
を
学
区
取
締
に

届
出
、

さ
ら

に

県
庁
へ

申
し
立
て

る
こ

と
を
各
区
の

正
副
戸
長
、

学
区
取
締
に

通

達
し
て
、

就
学
の

督
促
を
命
じ
て
い

る
。

実
際
の

就
学
状
況
は
、

第

九
表
の

通
り
で
、

足
柄
県
と
神
奈
川
県
が
合
併
す
る
一

八
七
六
年
以

前
の

三
年
間
の

平
均
で
、

神
奈
川
県
は
約
四
〇
・

一

㌫
、

足
柄
県
が

約
四
三
・

九
㌫
の

就
学
率
に

過
ぎ
な
か
っ

た
。

小
学
校
の

設
立
達
成

第9表　足柄県・神奈川県公立小学校就学状況
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